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平成20年12月19日（金曜日） 第2040号秋　　田　　県　　公　　報
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
告　
示

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

　

の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
五

　

三
七
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

　

の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
五
三
八
・
福
祉

　

政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の

　

支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
（
五
三
九
・
福
祉

　

政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
公
共
測
量
終
了
の
通
知
（
五
四
〇
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

○
道
路
の
供
用
開
始
（
五
四
一
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
用
途
地
域
に
お
け
る
建
築
の
許
可
に
係
る
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

　

（
五
四
二
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
の
届
出
（
五
四
三
・
会
計
管
財
課
）
…
…
…
３

　
　
公　
告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
山
本
地
域
振
興
局
総
務
企

　

画
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
３

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
九
七
）
…
…
…
…
…
４

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
九
八
）
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

横
手
市
短
期
入
所
施
設
シ
ル
バ
ー

ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
長

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
増
田
町
居
宅
介
護
支
援
事
業

所

横
手
市
長

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
シ

ル
バ
ー
ド
ー
ム
い
き
い
き
の
郷

横
手
市
長

横
手
市
増
田
町
増
田
字
七
日
町
百
七
十
七
番
地

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

横
手
市
長

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

通
所
介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿

苑
老
人
短
期
入
所
施
設

横
手
市
長

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
憩
寿
園
老
人

短
期
入
所
施
設

横
手
市
長

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
百
八

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
雄
水

苑

横
手
市
長

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
五
十
番
地

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
山
内
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

横
手
市
山
内
土
渕
字
鶴
ケ
池
三
十
一
番
地
三

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
雄
物
川
福

祉
セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
鳴
田
百
五
十
番
地

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
大
森
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

横
手
市
大
森
町
菅
生
田
二
百
四
十
五
番
地
二
百
六

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
平
鹿
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
八
十
九
番
地

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日



２

平成20年12月19日（金曜日） 第2040号秋　　田　　県　　公　　報

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
増
田
福
祉

セ
ン
タ
ー
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

横
手
市
増
田
町
増
田
字
土
肥
館
百
七
十
三
番
地

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

名　
　
　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
き
の
と
う

有
限
会
社　

介
護
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す　

代
表
取
締
役

横
手
市
山
内
土
渕
字
中
島
八
十
六―

一

訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
だ
い
ち

社
会
福
祉
法
人　

大
内
さ
つ
き
会　

理
事

長

由
利
本
荘
市
岩
谷
町
字
ハ
ケ
ノ
下
八
十―

二

通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所

介
護

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ふ
ぁ
み
り
ぃ

有
限
会
社　

ふ
ぁ
み
り
ぃ　

取
締
役

大
仙
市
四
ッ
屋
字
上
古
道
六
十
六―

九

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
六
日

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
憩
寿

園
老
人
短
期
入
所
施
設

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
百
八
番
地

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
六
日

横
手
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
雄
水

苑
老
人
短
期
入
所
施
設

社
会
福
祉
法
人　

横
手
市
社
会
福
祉
協
議

会　

会
長

横
手
市
雄
物
川
町
今
宿
字
末
館
五
十
番
地

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
六
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
も
れ
び
訪

問
介
護
事
業
所

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

こ
も
れ
び

能
代
市
落
合
字
綱
割
十
三―

百
七
十
四　

コ
ー
ポ
バ
レ
ン
シ
ア
百

三

訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問

介
護

平
成
二
十
年
十
二
月
三
日

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の

た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

名　
　
　
　
　

称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変　
　
　

更　
　
　

事　
　
　

項

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

変

更

年

月

日

変　
　

更　
　

前

変　
　

更　
　

後

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

　

え
が
お
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー

株
式
会
社
え
が
お　

代
表
取
締
役

社
長

大
仙
市
大
曲
上
大
町
七
番
七
号

大
仙
市
神
宮
寺
字
上
栗
谷

田
六
十
七
番
地

大
仙
市
大
曲
上
大
町
七
番

七
号

居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
二
十
年
四
月
一
日

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所　

え
が
お
認
知
症
介
護

相
談
セ
ン
タ
ー

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所　

え
が
お
ケ
ア
プ
ラ
ン

セ
ン
タ
ー



３
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秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
号

　

平
成
二
十
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
五
十
号
の
公
共
測
量
に
つ
い
て
、
平
成

二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
終
了
し
た
旨
秋
田
地
方
法
務
局
長
か
ら
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

供
用
開
始
の
区
間

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

三　

供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
八
日

ま
で

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条
第
十
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
の
で
、

同
条
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

意
見
の
聴
取
の
期
日　

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日　

午
後
一
時
三

十
分

二　

意
見
の
聴
取
の
場
所　

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
平
鹿
地
域
振
興
局　

三
階
大
会
議
室

三　

許
可
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
建
築
の
計
画

　

㈠　

建
築
物
の
用
途　

原
動
機
を
使
用
す
る
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

の
工
場

　

㈡　

建
築
物
の
場
所　

横
手
市
八
幡
字
長
者
町
二
十
五
番
地
一
号

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

　
　

凍
結
抑
制
剤
（
Ｎ
ａ
Ｃ
ｌ
）　

三
千
五
百
ト
ン

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

山
本
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
経
理
課　

能
代
市
御
指
南
町
一
番
十
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
九
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社　

秋
田
デ
イ
ッ
ク
ラ
イ
ト　

秋
田
市
飯
島
字
穀
丁
大
谷
地
一

番
地
十
九

五　

落
札
金
額
（
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
）

　
　

一
万
四
千
九
百
六
十
二
．
五
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

　
　

平
成
二
十
年
十
月
七
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
仙
市
神
宮
寺
松
倉
堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り

役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
北
楢
岡
字
上
龍
蔵
台
八
十
一
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

菅
原　

悦
朗

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
東

部
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福
祉

協
議
会　

会
長

横
手
市
四
日
町
三
番
二
十
三
号

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

横
手
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定

訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

東
部
指
定
訪
問
介
護
事
業

所

訪
問
介
護
、
介
護
予

防
訪
問
介
護

平
成
二
十
年
七
月
一
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
南

部
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福
祉

協
議
会　

会
長

横
手
市
十
文
字
町
梨
木
字
御
休
ノ
上
二
十

九
番
地

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

十
文
字
福
祉
セ
ン
タ
ー
指

定
訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

南
部
指
定
訪
問
介
護
事
業

所

訪
問
介
護
、
介
護
予

防
訪
問
介
護

平
成
二
十
年
七
月
一
日

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
西

部
指
定
訪
問
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
横
手
市
社
会
福
祉

協
議
会　

会
長

横
手
市
大
雄
字
大
関
三
百
十
番
地

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

大
雄
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定

訪
問
介
護
事
業
所

横
手
市
社
会
福
祉
協
議
会

西
部
指
定
訪
問
介
護
事
業

所

訪
問
介
護
、
介
護
予

防
訪
問
介
護

平
成
二
十
年
七
月
一
日

道
路
の
種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　

間

県

道
象
潟
矢
島
線

に
か
ほ
市
象
潟
町
小
滝
字
湯
ノ
台
一

番
二
地
先
か
ら
象
潟
町
横
岡
字
昭
和

台
五
一
番
四
ま
で

売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す

る
者
の
住
所
及
び
氏
名

売
り
さ
ば
き
場
所

廃
止
年
月
日

大
館
市
片
町
十―

二

合
家
忠
幸

大
館
市
片
町
十―
二

（
東
京
た
ま
や
）

平
成
二
十
年
十
二
月

九
日

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

４
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秋
選
管
告
示
第
九
十
七
号

　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

　
　
　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
記
第
二
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
四
号
様
式
の
二
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
四
号
様
式
の
二
そ
の
二
中
「
平
成
」
を
削
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
九
十
八
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

三
分
の
一
の
数　
　
　

七
一
三

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

第
二
十
四
号
様
式　

名
称
等
の
掲
示
（
第
五
十
七
条
関
係
）

　

備
考

　
　

一　

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
は
、
公
職
選
挙
法
第

百
七
十
五
条
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
順
序
に
従

い
、
右
か
ら
行
つ
て
く
だ
さ
い
。

　
　

二　

「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
」
及
び
「
略
称
」
に
つ
い
て

は
縦
書
き
と
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
ふ
り
が
な

を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

何
年
何
月
何
日
執
行　

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

　

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
掲
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
市
（
町
）
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会

（
ふ　

り　

が　

な
）

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称

（
ふ　

り　

が　

な
）

略　
　
　
　
　
　
　
　

称

第
二
十
四
号
様
式
の
二　

名
簿
登
載
者
等
の
掲
示
（
第
五
十
八
条
関
係
）

　

そ
の
一　

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

　

備
考

　
　

一　

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
は
、
公
職
選
挙
法
第

百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
順
序
に
従
い
、
上
か
ら

行
つ
て
く
だ
さ
い
。

　
　

二　

「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
」

の
掲
載
は
、
衆
議
院
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
順
位
に
従
い
、

右
か
ら
行
つ
て
く
だ
さ
い
。

　
　

三　

「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
」
、
「
略
称
」
及
び
「
衆
議

院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
」
に
つ
い
て
は
縦
書
き
と
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
ふ
り
が
な
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

四　

「
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
」
に
つ
い
て
は
、
横
書
き
と
し
て
く

だ
さ
い
。

何
年
何
月
何
日
執
行　

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

　

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
掲
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
市
（
町
）
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会

順
位
（
ふ
り
が
な
）

氏　

名
順
位
（
ふ
り
が
な
）

氏　

名
順
位
（
ふ
り
が
な
）

氏　

名
順
位

（ ふ り が な ）
衆議院名簿届出
政 党 等 の 名 称

（ふりがな）
略　　　　称

衆議院名簿登載者の氏名及び
当選人となるべき順位

何
年
何
月
何
日
執
行　

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

　

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
掲
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
市
（
町
）
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会

（ ふ り が な ）
衆議院名簿届出
政 党 等 の 名 称


